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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
「
消
さ
れ
た
年
金
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
機
械
的
な
計
算
に
つ
い
て
は
、
前
提
条
件
の
置
き
方
が
適
当
で
な
く
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。

二
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
資
格
喪
失
日
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
九
年
十
二
月
か
ら
「
ね
ん
き
ん
特

別
便
」
に
よ
り
、
年
金
受
給
者
や
被
保
険
者
に
順
次
お
知
ら
せ
し
て
お
り
、
御
本
人
に
確
認
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
状
況

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
年
九
月
九
日
の
年
金
記
録
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
に
お
い
て
公
表
し
た
「
標

そ

準
報
酬
・
資
格
喪
失
の
遡
及
訂
正
事
案
（
十
七
事
案
）
に
係
る
調
査
結
果
」
を
踏
ま
え
た
新
た
な
取
組
と
し
て
、
標
準
報
酬

月
額
の
記
録
に
関
し
、
現
在
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
管
理
す
る
記
録
上
、
厚
生
年
金
保
険
に
係
る
標

準
報
酬
月
額
又
は
被
保
険
者
資
格
喪
失
日
の
記
録
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
訂
正
す
る
処
理
が
事
実
に
反
し
て
行
わ
れ
た
事

案
（
以
下
「
不
適
正
遡
及
訂
正
処
理
事
案
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
記
録
を
抽
出
し
た
上
で
、
御
本
人
に

一



よ
る
当
該
記
録
の
確
認
に
基
づ
き
、
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
不
適
正
遡
及
訂
正
処
理
の
可
能
性
の
あ
る
記
録
の
抽
出
を
行
う
際
に
使
用
す
る
条
件
の
こ

と
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
月
三
日
内
閣
衆
質

一
七
〇
第
二
八
号
）
三
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
（
以
下
「
第
三
者
委
員
会
」
と
い
う
。
）
で
の
あ
っ
せ
ん
事
案
等

や
、
不
適
正
遡
及
訂
正
処
理
事
案
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
事
案
な
ど
か
ら
順
次
調
査
を
進
め
て
い
き
、
事
実
関
係
を
把

握
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
月
三
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
四
〇
号
）
一
及
び
十
六
に
つ
い
て
で

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
月
三
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
八
号
）
三
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

滞
納
事
業
所
で
あ
っ
て
も
五
等
級
以
上
標
準
報
酬
が
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
条
件
だ
け
で
は
、
不
適
正
遡
及
訂
正

処
理
事
案
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
記
録
を
的
確
に
抽
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
麻
生
内
閣
総
理
大
臣
の
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
は
、
年
金
記
録
の
不
備
の
問
題
や
不
適
正
遡
及
訂
正
処
理
事

案
の
問
題
等
の
年
金
記
録
問
題
に
つ
い
て
、
国
民
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
新
聞
報
道
等
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
消

え
た
年
金
」
及
び
「
消
さ
れ
た
年
金
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

年
金
記
録
問
題
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
七
月
五
日
に
年
金
業
務
刷
新
に
関
す
る
政
府
・
与
党
連
絡
協
議
会

に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
年
金
記
録
に
対
す
る
信
頼
の
回
復
と
新
た
な
年
金
記
録
管
理
体
制
の
確
立
に
つ
い
て
」
や
、
平

成
二
十
年
九
月
九
日
に
公
表
し
た
「
標
準
報
酬
・
資
格
喪
失
の
遡
及
訂
正
事
案
（
十
七
事
案
）
に
係
る
調
査
結
果
」
を
踏
ま

三



え
、
同
日
の
「
年
金
記
録
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
に
お
示
し
し
た
対
応
方
針
等
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
今
後
と
も
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
年
金
記
録
問
題
の
解
決
に
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

四


